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２
０
３
０
（
平
成
42
）
年
度
ま

で
に
施
設
の
総
延
床
面
積
の
34
％

縮
減
を
め
ざ
し
、
昨
年
度
か
ら
第
１

期
実
行
計
画
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　

対
象
99
施
設
の
具
体
的
な
検
討

を
、
公
共
施
設
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の

３
原
則
「
総
量
の
縮
減
」「
機
能

の
複
合
化
」「
運
営
の
適
正
化
」

に
基
づ
き
、
進
め
て
い
ま
す
。　

　
（
管
財
課
）

公
共
施
設

　

こ
の
コ
ー
ナ
ー
で
は
、
今
年

度
、
市
が
重
点
的
に
取
り
組
ん

で
い
る
子
育
て
や
移
住
交
流
、

公
共
施
設
の
見
直
し
な
ど
の
施

策
に
つ
い
て
、
市
民
の
皆
さ
ん

に
知
っ
て
い
た
だ
き
た
い
「
今
」

を
紹
介
し
ま
す
。

　

今
回
は
今
年
度
の
こ
れ
ま
で

の
事
業
の
状
況
を
お
知
ら
せ
し

ま
す
。

知
っ
て
ほ
し
い
！

伝
え
た
い
！

　
４
月
か
ら
開
設
し
た

子
育
て
相
談
広
場
「
に

ん
に
ん
パ
ー
ク
」
は
、
子
育
て

中
の
親
子
が
自
然
の
中
で
ふ
れ
あ
い
な
が
ら

遊
べ
る
広
場
で
す
。

　

９
月
25
日
㈰
に
は
、

「
葉
っ
ぱ
de
に
ん
に
ん
」

を
行
い
ま
す
の
で
、
ぜ

ひ
お
越
し
く
だ
さ
い
。

（
こ
ど
も
未
来
課
）

子
育
て

移
住
・
交
流

　

今
年
度
、
地
域
づ
く
り
推
進
課
に
「
移
住
交
流

係
」
を
新
設
、「
移
住
コ
ン
シ
ェ
ル
ジ
ュ
」
が
就
任

し
、
さ
ま
ざ
ま
な
移
住
相
談
に
総
合
的
に
対
応
で

き
る
体
制
を
整
え
ま
し
た
。

　
ま
た
、
東
京
や
大
阪
な
ど
で

開
催
さ
れ
る
移
住
相
談
会
に
も

積
極
的
に
出
展
し
て
い
ま
す
。

　
　
（
地
域
づ
く
り
推
進
課
）

し
、
さ
ま
ざ
ま
な
移
住
相
談
に
総
合
的
に
対
応
で

《
問
い
合
わ
せ
》　
管
財
課　
☎
22
・
９
６
１
０　
℻  
24
・
２
４
４
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こ
ど
も
未
来
課　
☎
22
・
９
６
７
７　
℻  
22
・
９
６
４
６

　
地
域
づ
く
り
推
進
課　
☎
22
・
９
６
３
９　
℻  
22
・
９
６
９
４

伊
賀
市
の
今
〝

〝

ん
に
ん
パ
ー
ク
」
は
、
子
育
て

中
の
親
子
が
自
然
の
中
で
ふ
れ
あ
い
な
が
ら

遊
べ
る
広
場
で
す
。

　

９
月

「
葉
っ
ぱ

を
行
い
ま
す
の
で
、
ぜ

ひ
お
越
し
く
だ
さ
い
。

で

ごみを減らすための 4
よん

R
あーる

運動
◆ みんなで考えよう、ごみのこと

　市では、ごみの減量・リサイクルを進めるため「4R
運動」を推進しています。
　「4R運動」とは、次の４つの英語の頭文字（Ｒ）を
とった運動で、日常生活の中でこれら４つのＲを実行
し、ごみを減らす取り組みのことです。

　 efuse（リフューズ）
～ごみになるものは断りましょう～
○すぐにごみになるものはもらわない。
○マイバッグを持参し、レジ袋や過剰包
　装を断る。

　 educe（リデュース）
～ごみになるものを減らしましょう～
○ごみが余分に増えないように、詰め替え商
　品を利用する。
○食料品は余らないよう計画的に購入し、使い切る。

　 euse（リユース）
～物を繰り返し使いましょう～
○長く使えそうな商品を選ぶ。修理して大切に使う。
○いらなくなったら別の使い方を考える。欲しい人に
　譲る。
○繰り返し使用できる容器の商品を選ぶ。

　 ecycle（リサイクル）
～資源として再利用しましょう～
○正しく分別し、資源物として出す。
○リサイクル可能な商品やリサイクルされた商品を選ぶ。
　
　

【問い合わせ】廃棄物対策課
　☎ 20-1050　℻   20-2575

　ごみを減らすためには、一人ひとりがごみを減
らす工夫をすることが大切です。
　そこで、ごみを減らすポイント「４つのＲ」を
心がけて、環境にやさしく、大切な資源として生
かす取り組みを始めてみませんか。

R

R

R

R
断る

発生を抑制する

再生利用する

再利用する
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お
知
ら
せ
拡
大
版

ま
ち
か
ど
通
信

お
知
ら
せ

募
　
集

コ
ラ
ム

図
書
・
救
急
な
ど

催
　
し

今月の納税
●納期限　９月 30日 （金）●納期限　９月 30日 （金）

納期限内に納めましょう
国民健康保険税（３期）
※納税は便利な口座振替で
【問い合わせ】
　収税課　☎ 22-9612

寝たきり高齢者等福祉手当お知
らせ
お知
らせ

【対象者】
　①と②に該当する人
①次のいずれかの状態が６カ月以上
　継続している
○介護認定が要介護４または５である
○自立した生活が困難な重度の認知
　症（日常生活自立度が「Ｍ」）で
　ある
②月の 1/3 以上が在宅生活である
【支給額】　月額 3,000 円
※次に該当するときは支給対象外
①特別障害者手当・経過的福祉手当
　（いずれも国の手当）または重度
　障害者福祉手当（市の手当）の受
　給資格がある人
②病院や介護保険施設などに３カ月
　以上継続して入院または入所して
　いる人
【支給月】　年２回（４月・10月）
【受給方法】　本人からの請求により
支給します。

【提出先・問い合わせ】
　介護高齢福祉課
　☎ 22-9634　℻  26-3950
　各支所住民福祉課

◆状況届を提出してください
　現在、寝たきり高齢者等福祉手当
を受給している人は、受給資格確認
のため、状況届を提出してください。
【提出期限】　９月 23日㈮

重度障害者（児）福祉手当お知
らせ
お知
らせ

◆重度障害者福祉手当
【対象者】
　次の①～④のすべてに該当する人
① 20歳以上の人
②在宅で常時床についている状態ま
　たは外出困難な状態
③家族などほかの人の介護を必要と
　する程度の障がい　　
④次のいずれかの手帳を持っている人
○身体障害者手帳１～３級
○療育手帳A1（最重度）・A2（重
　度）・B1（中度）
○精神障害者保健福祉手帳１級
【支給額】　月額 3,000 円
※次に該当するときは支給対象外
①特別障害者手当、経過的福祉手当
　（いずれも国の手当）または寝たき
　り高齢者等福祉手当の受給資格が
　ある人
②病院や診療所などに３カ月以上継
　続して入院している人
【支給月】
　年２回（４月・10月）
【受給方法】
　本人からの請求により支給します
が、認定については本人の障がいの
状態や介護の状況について審査を行
うなどの規定があります。

　
◆重度障害児福祉手当
【対象者】
　次の①②に該当する人
①３歳以上 20歳未満の人
②次のいずれかの手帳を持っている
　児童の保護者
○身体障害者手帳１～３級
○療育手帳A1（最重度）・A2（重
　度）・B1（中度）
○精神障害者保健福祉手帳１級
【支給額】　月額 5,000 円
※障害児福祉手当（国の手当）の受
　給資格があるときは支給対象外。
【支給月】
　年２回（４月・10月）
【受給方法】　保護者からの請求によ
り支給します。
【提出先・問い合わせ】
　障がい福祉課
　☎ 22-9656　℻  22-9662
　各支所住民福祉課

◆状況届を提出してください
　現在、重度障害者福祉手当を受
給している人は、受給資格確認の
ため、状況届を提出してください。
【提出期限】　９月 26日㈪秋の全国交通安全運動お知

らせ
お知
らせ

【運動期間】　９月21日㈬～30日㈮
【運動の基本】
　子どもと高齢者の交通事故防止
【運動の重点】
○横断歩道における歩行者優先の徹底
○夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車
　乗用中の交通事故防止（特に、反
　射材用品等の着用の推進及び自転
　車前照灯の点灯の徹底）
○後部座席を含めた全ての座席の
　シートベルトとチャイルドシート
　の正しい着用の徹底
○飲酒運転の根絶
◆９月 30日は交通事故死ゼロを目
指す日
　記録の残る 1968（昭和 43）年
以降、毎日、全国のどこかで交通死
亡事故が発生しています。一人ひと
りが交通ルールを守りましょう。
【問い合わせ】　市民生活課
　☎ 22-9638　℻  22-9641

9月 20日～26日は
動物愛護週間です

お知
らせ
お知
らせ

～いつも、いっしょ。だから、一生。～
　動物愛護週間は、
動物を愛する気持
ちと動物の正しい
飼い方について、皆
さんに関心を持っ
てもらうための週
間です。
　最後まで責任を
持って飼うことは飼

い主の義務です。病気になっても、年
をとっても家族の一員として最後まで
愛情と責任を持って飼いましょう。
　また、あなたのペットが周りの人
に迷惑をかけていないか気を配り、飼
い主としてのマナーを守りましょう。
　不幸な動物を増やさないために、
飼う前に命を預かる責任について考
えましょう。
◆動物の習性を理解し、最後まで責
任を持って飼いましょう
　犬や猫は10年以上生きる動物で
す。最後まで責任を持って飼えるか、
飼う前に家族みんなで考えましょう。
◆近隣に迷惑をかけないようにしま
しょう
　「三重県動物の愛護及び管理に関
する条例」で、犬の放し飼いは禁止
されています。また、鳴き声やふん
尿などで近隣に迷惑をかけないよう
にしましょう。
◆むやみに繁殖させないようにしま
しょう
　捨て犬・捨て猫などを増やさない
ように、繁殖を希望しない場合は、
不妊・去勢手術を受けさせましょう。
◆飼い主を明らかにしましょう
　迷子や盗難を防ぐため、鑑札・マ
イクロチップなどの標識をつけま
しょう。
【問い合わせ】　市民生活課
　☎ 22-9638　℻  22-9641


